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第１章　水戸市協働推進基本計画（第３次）について 

 

１　計画策定の趣旨 

本市では，2008（平成 20）年に水戸市協働推進基本計画を策定し，2009（平成

21）年には「市民と行政との協働都市」宣言を行い，協働事業提案制度の実施など市

民活動団体が活動しやすい環境づくりに取り組みながら，協働のまちづくりを進めて

おります。 

そのような中，少子化に伴う人口減少，高齢化の進行といった社会構造の変化や市

民ニーズの複雑化・多様化が進んでおります。様々な社会構造の変化や市民ニーズに

対応するためには，ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業，行政

などがそれぞれの特性を生かしながら，連携・協力して課題解決に取り組むことがま

すます必要になっています。 

そのため，本計画は，これまでの協働の取組の成果と課題を踏まえ，あらゆる分野

における市民と行政との協働によるまちづくりのより一層の推進を目指し，ＳＤＧｓ

の理念を踏まえるとともに，水戸市第７次総合計画や関連計画との整合を図りながら，

策定するものです。 

 

 

２　計画の愛称 

　　市民のみなさんに親しみをもって計画を知っていただくために，水戸市協働推進基

本計画（第２次）に付けられた愛称「こみっとプラン」を本計画においても継承しま

す。 

　　「こみっと」とは，「関わる」という意味の「Ｃｏｍｍｉｔ（コミット）」と，水戸

市の「みと」を掛け合わせたものです。市民，市民活動団体，企業，市が一緒に関わ

り合いながら，水戸を元気なまちにしていこうという想いが込められています。 

こみっとプラン 
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３　計画の期間 

本計画の期間は，2024（令和６）年度から 2028（令和 10）年度までの５年間と

します。 

　なお，必要に応じて，現状や課題，施策などについて見直しを行い，社会情勢の変

化に柔軟に対応していきます。 

 

 

４　計画の位置付け 

本計画は，水戸市第 7 次総合計画に掲げた将来都市像「こども育む くらし楽しむ み

らいに躍動する 魁のまち・水戸」を実現するための個別計画に位置づけています。 

また，地域社会の視点から，地域コミュニティ団体の活動については「水戸市コミュニ

ティ推進計画」，福祉サービス活動については「水戸市地域福祉計画」を策定しており，

ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業，行政などの関係の確立を

図り，市民と行政との協働を進めていくこととしています。 

　　本計画は，これらの計画のほか，市の様々な分野の業務に関する計画との整合を図りな

がら，市民との協働のまちづくりを実現するため，具体的方向性を定めることとします。 

 

 

　　　 

 

水戸市第７次総合計画

水戸市協働推進基本計画（第３次）

【関連計画】 

水戸市コミュニティ推進計画 

水戸市地域福祉計画 

その他各分野の個別計画 
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５　用語の定義 

 

■　協働 

協働とは，異なる主体が，達成しようとする目的や課題を共有し，各々の特性に応じた

役割分担のもと，それぞれの責任を果たしながら，対等な立場で，連携・協力して公共的

な事業などに取り組むことです。 

 

■　市民活動 

市民活動とは，市民及び公益的な活動を行う団体などが自主的・自発的に行う営利を目

的としない活動であって，社会貢献性を持つものです。ただし，次に掲げるものを除きま

す。 

ア　宗教の教義を広め，儀式行事を行い，信者を教化育成することを目的とする活動 

イ　政治上の主義を推進し，支持し，又は，これに反対することを目的とする活動 

ウ　特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれら

に反対することを目的とする活動 

 

■　市民活動団体 

市民活動団体とは，市民活動を組織的に行う団体（ＮＰＯ，ボランティア団体，地域コ

ミュニティ団体など）です。 

 

■　非営利活動 

市民活動団体の構成員に収益を還元・分配せず，その目的の事業の更なる発展・強化を

図るため，主たる事業活動に資金を充てることを目的とした活動です。 

※　活動において，収益を上げることを制限するものではありません。 

 

■　ＮＰＯ 

ＮＰＯとは，Non-Profit　Organization の略で，民間非営利組織と訳されます。 

広義から狭義まで，その定義には幅があり，統一的な定義はありません。 

本計画でいうＮＰＯは，特定非営利活動促進法により法人として認証を受けている団

体です。 

 

■　ボランティア団体 

ボランティア団体とは，社会事業などに自発的に参加し，技能や労力を無報酬で役立て

る人々が集まった団体で，対価を得る有償のボランティア団体も含みます。 
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■　地域コミュニティ団体 

地域コミュニティ団体とは，本市のコミュニティ組織である「水戸市住みよいまちづく

り推進協議会」を構成する「地区会」をはじめ，町内会（自治会），女性会，高齢者クラ

ブなど，町又は字の区域その他市内の一定の区域において，地域的な共同活動を行う団体

です。 

 

■　企業 

本計画では，株式会社，有限会社，個人事業者，自営業者など，営利活動を主な目的と

する団体等を企業とし，その中で，社会貢献活動など公益的な活動は市民活動に含めるも

のとします。
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第２章　本市の市民協働の現状と課題 

 

１　社会情勢の変化 

(1) 少子高齢化と外国人市民の増加 

我が国の人口は，2008（平成 20）年に減少し，今後 65 歳以上の高齢者の人口

が更に上昇する一方で，15 歳未満の人口が減少するとされています。本市におい

ても，2020（令和 2)年に人口が減少に転じました。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，本市の 65 歳以上の人口は 2015

（平成 27)年から 2045（令和 27)年にかけて約２万５千人増加すると見込まれて

おり，高齢社会の進行による医療・介護などの社会保障関係費の増大が予測されま

す。また，就労環境やライフスタイルの変化，在留外国人の増加などにともなう市

民ニーズの複雑化・多様化により，地域課題の解決がますます困難となっています。 

　 　 また，地域活動の主力として活躍する生産年齢人口（15－64 歳）は，2015（平

成 27)年から 2045（令和 27)年にかけて約３万９千人減少すると見込まれてお

り，地域課題の解決に取り組む担い手の不足が危惧される状況です。 

　　　市内の外国人市民の数は，2013（平成 25）年の 3,070 人から 2022（令和４）

年には 3,816 人となり，増加傾向にあります。今後は，外国人市民も市民活動や

地域活動の新たな担い手として期待されます。そのためにも，多文化共生に向けた

取組を進めていかなければなりません。 
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【図１　水戸市の総人口及び年齢３区分別人口の推移と将来推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（水戸市「水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略－第２次－」（資料　総務省統計局「国勢調

査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018 年３月）」）） 

 

 

 

【図２　水戸市の外国人市民数の推移】 

（出入国在留管理庁「在留外国人統計」）　 
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(2) デジタル化の進展 

　　  近年デジタル化が急速に進展し，生活や仕事のスタイルに変化が生じています。

インターネットを活用したＳＮＳや動画配信等の情報通信の利便性が高まり，国の

調査によると，インターネットの利用率は８割を超えており，全世代の最も利用の

多いメディアはＳＮＳ等のソーシャルメディアであることが分かります。また，オ

ンライン会議やテレワークの導入によってコミュニケーションの方法が多様化し

ています。本市においても，電子申請の拡充や子育て支援アプリの導入など，様々

な場面でデジタル技術を活用しているほか，ＳＮＳ等を使用した情報発信に積極的

に取り組んでいるところです。市民活動においても団体活動の円滑化や効果的な情

報発信を行うためのデジタル技術の活用が期待されます。 

 

【図３　インターネット利用率（個人）の推移】 

 
　　　　（総務省「通信利用動向調査」） 
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【図４　主なメディアの平均利用時間と行為者率】 

 
　（総務省情報通信政策研究所「令和 3 年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」） 

 

 

 



- 9 - 

(3) 市民ニーズの多様化 

内閣府が実施している「社会意識に関する世論調査」によると，「国や社会のこ

とにもっと目を向けるべきだ（社会志向）」と「個人生活の充実をもっと重視すべ

きだ（個人志向）」という意見のどちらの意見に近いかという設問において，「社会

志向」が下降傾向にある一方で，反対に「個人志向」が上昇し，拮抗していること

が分かります。この結果から市民の価値観が変化していることが分かります。 

 

 

 

【図５　社会志向と個人志向の変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府「社会意識に関する世論調査」を参考に作成） 
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(4) 市民活動の担い手の不足等 

　　本市のＮＰＯ法人数は，2018（平成 30）年度の 135 団体から 2022（令和４）

年度は 136 団体と横ばいとなっており，市内において多くのＮＰＯ法人が活発に活

動しています。一方，全国のＮＰＯ法人数は，2018（平成 30）年度の 51,602 団

体から 2022（令和４）年度の 50,355 団体と減少傾向にあります。2020（令和２）

年度に実施された「特定非営利活動法人に関する実態調査」によると，人材の確保や

教育，後継者の不足を課題としている団体が多いことから，人材不足や会員の高齢化

等が要因であると考えられます。 

 

【図６　本市のＮＰＯ法人数の推移】 

 

（水戸市調べ）　　　　　 

 

【図７　全国のＮＰＯ法人数の推移】 

 

（内閣府「認証申請受理数・認証数（所轄庁別）」）　　　　　 

 

 51,602 
 51,255 

 50,888  50,783 

 50,355 

48,000 

50,000 

52,000 

2018

（H30）

2019

（R元）

2020

（R2）

2021

（R3）

2022

（R4）

(団体)

(団体)

(年度)

(年度)



- 11 - 

(5) 新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症の拡大は，人々の生活や行動に大きな影響を及ぼしてい

ます。市民活動においても，活動機会が奪われるとともに，市民活動団体間の交流の

機会もなくなるなど，大きな影響を受けました。 

本市においても，こみっとフェスティバルが令和 2 年度はオンライン開催，令和 3

年度は無人開催を余儀なくされました。わくわくプロジェクトについても，採択され

た事業の中止等がありました。また，令和 2 年度に開催したＮＰＯ組織基盤・運営力

アップセミナーは，テーマを「コロナに活動を対応させよう」とし，オンラインによ

る参加者の意見交換，交流を行ったところです。 

今後も，デジタル技術の活用等により，継続的な活動の機会や交流の機会の確保に

向けた取組を広げていく必要があります。 
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２　市民懇話会からの意見等 

 

本計画の策定に向け，協働の推進に関する市民意識の現状と課題の把握や施策の検

討を行うため，市民活動団体との市民懇話会を開催しました。団体活動における現状，

課題のほか，これからの市民活動に関することや協働の推進に関することについて

様々な意見，アイデアをいただきました。 

 

第１回　令和５年８月 25 日（金） 

市民活動団体として活動している立場から，日頃感じている課題やあるべき姿などに

ついて，アンケート結果や意見交換により，次のとおり整理を行いました。 

 

パートナーシップの構築について　　　　　　　　　　　　 

【現状・課題に関する意見等】 

・　市民活動を知ってもらう機会が少ない。 

・　情報発信しているが効果が感じられない。 

・　若年層との接点がない。 

【施策のアイデアに関する意見等】 

・　一律にデジタル化を進めるのではなく，高齢者にはチラシを配布するなど，年齢に

応じた取組が重要である。 

・　こみっとフェスティバルでは，継続的に関わりを持てる機会を作っていく必要があ

る。 

・　市民活動団体の活動を若年層へ届けるための新たなメディアが必要である。 

・　若年層の参加をより推進していくため，若者の参加によるシンポジウムやフォーラ

ム等を開催し，積極的な情報発信を行っていく。 

・　誰かが気づいた課題に対して，みんなで解決策を考えて取り組めるようなシステム

を作ることが重要である。 

 

自立の促進について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【現状・課題に関する意見等】 

・　効果的な広報手段の活用方法が分からない。 

・　活動メンバーの高齢化や人員不足 

・　新型コロナウイルス感染拡大による活動機会の縮小 

・　地域コミュニティ活動の担い手不足が深刻 

・　地域を維持していくための新たな取組が必要 
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【施策のアイデアに関する意見等】 

・　伝達手段（チラシ配布，ＳＮＳ等）の活用術が必要である。 

・　新型コロナウイルス感染症等拡大時における活動の継続のための場や機会の確保

が必要である。 

 

推進体制の強化について　　　　　　　　　　　　　 

【現状・課題に関する意見等】 

・　協働を進めるには，行政側の横の連携も必要である。 

・　若い世代にとっては，市民活動への参加や協働事業への参加に踏み出すことが難し

い。 

【施策の方向性に関する意見等】 

・　施策を行うに当たり，行政がすべて行うのではなく，既にある市民活動を活用し，

そこにお金を出し，同じ活動同士をつなげたりすることに努めてほしい。 

・　企業支援型の補助金制度などにより，官民連携を進め，関係者を増やすとともに，

新たな視点でダイナミックな協働を進めてほしい。 

 

 

第２回　令和５年 10 月３日（火） 

　第 1 回で出された現状や課題に対して，市民協働という視点で，どのような施策があ

ると良いのかなどについて意見交換を行い，概ね次の６点に集約されました。 

 

　　①　わくわくプロジェクトの継続的な支援があると良い。また，実施団体同士の交

流会があると良い。 

　　②　若者へ協力を呼びかけるための窓口があると良い。 

　　③　横のつながりをつくっていくための拠点があると良い。 

　　④　若者に対して企画運営から，関わるような仕掛けがあると良い。 

　　⑤　わくわくプロジェクトに若者応援枠をつくると良い。 

　　⑥　市民活動を支援するための企業連携型補助金制度があると良い。 

 

 

第３回　令和５年 11 月８日（水） 

　第２回で出された必要な施策について，より実効性のあるものとしていくための意見

交換を行い，次のアイデアが生まれました。 
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 事業アイデア名 （仮称）こみっとネットの結成 

 概要 市内で活動するＮＰＯやボランティア団体などの市民活

動団体が緩やかにつながり，団体の課題や市の行政課題を行

政及び団体同士のつながりで課題解決へ向かわせるための

ネットワークを結成。 

 実施内容 ・　わくわくプロジェクトに関すること 

事業継続に向けた資金獲得，事業設計，協力団体紹介な

どのサポートや，行政課題解決に向けた連携を促進する。 

・　こみっとフェスティバルに関すること 

参加団体の紹介などを通して団体間のつながり力を形

成する。 

・　市民活動支援に関すること 

　　わくわくプロジェクトやこみっとフェスティバルの関

係団体に限らず，市民活動団体が人材や技術などについ

て，不足しているものと提供できるものをマッチングでき

る場とする。 

・　市民活動への参加促進に関すること 

市関係各課との連携により，若い世代や市民の参加促進

に向けた情報発信を行う。 

 実施に当たって

の注意点

・　若い世代に対しては，デジタル技術を活用するととも

に，現在，ボランティア活動に関わっていない人にも情報

が届くよう配慮する。 

・　活動分野が近いもの同士からつながりをつくっていく

ことも方法の一つである。 

・　（仮称）こみっとネットの組織づくりをしっかりしたも

のとするため，将来的に市民活動の支援拠点※にしていく

など，目指す方向を打ち出しながら活動する。 

　※　市民活動を総合的に支援するための拠点施設として，市民活動団

体の活動支援，交流の促進，活動への参加のきっかけづくり，新た

な担い手の育成などを行う。
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３　水戸市協働推進基本計画（第２次）の取組 

 

水戸市協働推進基本計画（第３次）の策定に当たり，前計画である水戸市協働推

進基本計画（第２次）に掲げられている基本施策の取組状況を確認し，基本方針ご

との主な成果と課題をまとめました。 

 

 

基本方針１　パートナーシップの構築　～つながる～ 

基本施策１－１　情報の共有 

 

基本施策１－２　意識の醸成 

 

【主な成果】 

・　2012（平成 24）年度に始まったこみっとフェスティバルは，市民活動団体の活

動情報の発信，協働のまちづくりに対する市民意識の醸成，市民活動団体間のネッ

トワークの構築，市民活動への参加を促す場として定着させることができました。

また，会場を大型商業施設で開催したことにより，市内で活動するＮＰＯやボラン

 実施事業 取組状況

 市民活動情報Ｗｅｂサイト「こみっと広場」の活用 実施

 市民活動情報コーナーの活用 実施

 （仮称）交流のひろばの開催 一部実施

 実施事業 取組状況

 活動ポイント制度の検討 一部実施

 ボランティア体験学習などの実施 実施

 こみっとフェスティバルの開催 実施

 市民アンケートの実施 実施

 市職員・市民活動団体・市民に対する研修の実施 一部実施

 広報みと，ホームページ等の活用 実施
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ティア団体の活動内容を多くの市民へ伝えることができ，本市の協働のまちづくり

への意識が広がりました。 

・　市民活動情報 Web サイト「こみっと広場」の運営や Facebook アカウントの開

設により，市民活動に関する積極的な情報発信を行うことができました。こみっと

広場の登録団体は 50 団体（平成 27 年度）から 112 団体（令和５年度）へ増加し

ました。 

 

【今後に向けた方向性】 

・　こみっとフェスティバルについては，より多くの団体への参加を呼びかけること

により，内容の充実を図っていく必要があります。また，若い世代が市民活動に参

加・体験できる機会の拡充に向けた取組を検討していく必要があります。 

・　「こみっと広場」については，市ホームページへの移行に伴い，市民活動団体登

録制度の充実を図るとともに，市民が情報を得やすい環境づくりを進めていく必要

があります。 
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基本方針２　自立の促進　～育つ～ 

基本施策２－１　組織基盤の強化 

 

基本施策２－２　財政基盤の強化 

 

【主な成果】 

・　市民活動団体の組織基盤，財政基盤の強化に向けた研修については，組織運営力

向上，会計基礎，発信力向上，データ活用など多岐にわたるテーマを設け実施した

ことにより，市民活動団体の自立の支援につなげることができました。 

・　水戸市役所本庁舎内に，市民の市政参画をさらに進めるため，協働事業の推進や

市民活動に関する情報発信，ネットワーク形成を図ることを目的として，市民協働

会議室こみっとルームを設置しました。 

 

【今後に向けた方向性】 

・　研修内容については，市民ニーズを把握し，団体が抱える問題に沿ったものと

し，市民活動団体の自立につながるサービスを提供していく必要があります。 

・　ＳＮＳの普及により，効果的な情報発信が容易にできるようになったことから，

デジタル技術の活用方法をテーマとした研修を実施する必要があります。 

 

 実施事業 取組状況

 市民活動団体の組織運営能力向上に向けた研修の実施 実施

 市民活動情報Ｗｅｂサイト「こみっと広場」の活用（再掲） 実施

 こみっとフェスティバルの開催（再掲） 実施

 市民活動推進のための拠点づくり 実施

 実施事業 取組状況

 活動状況に応じた支援施策の充実 実施

 委託契約のルールづくり 一部実施

 活動の場の確保に対する支援 一部実施
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基本方針３　推進体制の強化　～支え合う～ 

基本施策３－１　基本的ルールの徹底及び推進体制の強化 

 

【主な成果】 

・　2010（平成 22）年度に始まった協働事業提案制度「わくわくプロジェクト」に

ついては，延べ 89 事業を実施し，様々な分野における協働のまちづくりが広がり

ました。提案団体についても，ＮＰＯ法人をはじめ，企業や学生など様々な団体か

らの参加があり，それぞれ特色のある経験やノウハウを活かした活発な事業展開が

行われたとともに，行政側においても市民活動団体の活動内容や考え方を知ること

ができ，職員の意識改革につながりました。 

 

【今後に向けた方向性】 

・　協働マニュアルについては，協働事業を進めていくためのガイドブックとして，

協働の基本原則，手順，注意点等を定めた改訂版が必要です。 

・　これまでに取り組まれてきたわくわくプロジェクト実施事業に対して，団体活動

の継続，発展に向けた支援を行っていく必要があります。 

 

 

 

 実施事業 取組状況

 協働マニュアルの改訂・運用 未実施

 協働事業提案制度の拡充 実施

 協働推進委員会の運営 実施

 庁内推進組織の強化 一部実施

 市民活動団体・企業・行政などが一体となった支援体制の

強化
実施
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４　課題の総括と対応の方向性 

 

市民活動団体の活動の現状や前計画における取組状況から導き出された課題等を

踏まえ，本計画では，次の項目に対する取組を重点的に強化していく必要がありま

す。 

 

□　まちづくりへの参加促進 

市民がまちづくりに参加し，主役となって取り組むことができるよう，市民活動

団体の情報発信の強化，市民意識の醸成，団体間のつながりの構築に一層取り組む

必要があります。まちづくりへの参加を促すには，市民や市民活動団体が，「関わり

たい」，「やってみよう」と共感できるよう，分かりやすい情報発信を行っていくた

めの取組が求められています。 

 

 

□　市民活動団体の情報発信強化 

市民活動団体の担い手の確保や組織基盤の強化のためには，市民活動団体が自ら

の活動情報をしっかりと発信し，活動への理解や共感を得るための取組が重要で

す。さらに，市内ではＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業な

ど様々な団体が活動していることから，関連する団体同士の交流の機会づくりや，

活動に関わる関係者を巻き込んでいくための取組が求められています。 

 

 

□　協働事業提案制度の充実 

協働事業提案制度については，協働のまちづくりの主要施策として制度の充実が

必要です。こみっとフェスティバルなど既存の取組との連携を図ったり，若い世代

への制度の周知などにより，新たな事業提案に結び付ける取組が求められていま

す。 

 

　　 

□　交流の場の創出 

こみっとフェスティバルや協働事業提案制度などの各取組の情報を集約し，有機

的につなげていくための機能を持った仕組が必要です。ＮＰＯ・ボランティア団

体，地域コミュニティ団体，企業など様々な所属の人が市民活動に関われるよう対

話や連携を生み出す場が求められています。
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第３章　計画の基本的な考え方 

１　目指す姿 

　　本市では，2008（平成 20）年に水戸市協働推進基本計画を策定し，基本施策に基

づく取組を実施してきました。2015（平成 27）年に策定した水戸市協働推進基本計

画（第２次）では，「パートナーシップを生かし，協働のまちづくりを更なる高みへ！！」

をスローガンに，前計画の基本的施策を継承し，協働のまちづくりの効果を更に高め

ていくため，パートナーシップの構築の強化に取り組んでまいりました。 

これらの取組により，協働事業提案制度やこみっとフェスティバルをはじめとした

協働に関する事業が定着し，協働に対する理解も広がりをみせています。今後，市民

活動をさらに活発化させ，協働のまちづくりを一層進めていくためには，より多くの

市民を巻き込むための情報発信や，多様なつながりを生み出すための交流，連携の強

化に取り組んでいく必要があります。 

本計画においては，より多くの市民がまちづくりに参加し，主役となって取り組む

ことができるためのつながりづくり，仕組みづくりに重点的に取り組み，あらゆる分

野において，ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業，行政などが

それぞれの特性を生かしながら，連携・協力して取り組む協働のまちづくりを進めて

いくこととし，目指す姿を以下のとおり掲げます。 

　 

 

あらゆる市民のネットワークで高める協働のまちづくり 
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２　基本方針 

水戸市協働推進基本計画（第３次）では，現計画である水戸市協働推進基本計画（第

２次）の実績を踏まえつつ，課題に対応した各種取組の充実・強化を図ることで，よ

り多くの市民参加・参画による協働のまちづくりを推進します。 

 

基本方針１　市民意識の醸成とつながりの創出　　　　　　　　　 

協働の担い手である市民，市民活動団体の協働に対する意識の向上を図ります。市民

に対する市民活動への参加のきっかけづくりや団体同士が情報交換できる場づくりに

取り組み，ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業，行政など様々な

主体間の相互理解によるネットワーク化を図ります。団体の活動情報の積極的な発信や，

特に若い世代が市民活動に参加・体験できる機会の拡充を通して，まちづくりに主体的

に取り組むことができるための環境づくりに取り組みます。 

 

 

基本方針２　担い手の育成，支援　　　　　　　　　　　　　　　 

協働の担い手となる市民活動団体が，新たな担い手の確保，活動資金の獲得や自ら情

報発信のためのＳＮＳをはじめとしたデジタル技術の活用等ができるよう，市民活動団

体の運営力の向上や人材育成に向けた様々な支援を行います。市民活動団体が，安定し

た組織運営により，活発に市民活動を展開できるよう，団体の組織基盤の強化をサポー

トする施策を推進します。 

 

 

基本方針３　協働推進の仕組みづくり　　　　　　　　　　　　　　　 

　ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業，行政などが連携・協力し

て地域の課題等に取り組めるよう，基本となる協働に関するルールづくりや協働事業提

案制度の拡充等により，団体が活動しやすい環境づくりを目指します。また，本市でこ

れまでに取り組まれてきた様々な市民活動に対して，団体活動の継続・発展に向けた支

援を行っていきます。 

さらには，より多くの市民及び市民活動団体がまちづくりに参加することができるた

めの交流や対話の機会を設け，新たな取組へつなげていくなど，協働のまちづくりを力

強く推進します。 
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３　施策の体系 

目指す姿 基本方針 基本施策

1　市民活動情報の発信

１　市民意識の醸成とつながりの創出

２　情報交換できる場づくり

１　組織基盤強化に向けた支援

２　担い手の育成，支援

２　活動の支援

１　基本的ルールの確認と制度の充実

３　協働推進の仕組みづくり

２　推進体制の強化

あ
ら
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民
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第４章　施策の展開 

 

基本方針１　市民意識の醸成とつながりの創出 

基本施策１－１　市民活動情報の発信 

　市民活動に対する市民の理解と関心を高め，参加のきっかけづくりとするために，市

民活動に関する様々な情報を，多様な情報ツールを活用し，積極的に発信していきます。 

 

【実施事業】 

 事業名 事業内容

 市民活動情報サイト「こ

みっと広場」の運営

市民活動情報サイト「こみっと広場」において，市

民活動に関する情報を提供するとともに，市民活動団

体の情報を登録していただき，その内容を紹介するこ

とにより，団体の基本情報，活動内容のＰＲ，会員・

ボランティアの募集，団体同士の連携などに活用して

もらいます。 

 市民活動情報コーナー

の活用

市民協働会議室「こみっとルーム」内に，市民活動

団体の情報コーナーを設置し，積極的に活用すること

で，活動状況を広く紹介します。 

 

 

 地域円卓会議の開催 ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，

企業，行政など，様々な立場の関係者が，一つのテー

ブルを囲んで，地域課題などのテーマに基づき，将来

の姿や実現に向けた具体策などについて，それぞれの

視点から意見を出し合い，解決に向けた実践方法を探

っていく地域円卓会議を開催します。 

開催に当たっては，県域のＮＰＯやボランティア団

体等の市民活動団体，企業，行政などで構成された実

行委員会との連携により実施します。 
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 広報みと，ホームページ

等を活用した情報発信

の充実

若い世代から高齢者まで幅広い年齢層に応じ，広報

みとや市民活動情報サイト「こみっと広場」を活用し

た情報発信の充実を図ります。 

これからの公共のあり方や協働の有効性，必要性な

ど，協働に対する市民の意識を高めるため，協働事業

の実施状況や市民活動団体の先駆的な事例等を紹介し

ます。 

 協働のまちづくり事例

集の募集・提供【新規】

ＮＰＯやボランティア団体，地域コミュニティ団体，

企業の社会貢献活動など，市内で取り組まれている

様々な市民活動の活動内容を募集し，協働のまちづく

り事例集としてとりまとめ，市民活動情報サイト「こ

みっと広場」や市民協働会議室「こみっとルーム」等

で広く提供していきます。身近にある様々な活動を市

民に知ってもらうことで，団体の活動意欲を高めると

ともに，市民の活動への理解を深めるほか，参加への

意識醸成を図ります。 

 デジタル技術を活用し

た情報発信手段の確立

【新規】

市内で活動する市民活動団体と参加したい市民又は

活動を必要とする市民とをつなぐ双方向の機能を持っ

たデジタル技術の運用を検討します。 

運用に当たっては，市民活動団体同士においても，

協力してほしいことと，協力できることをつなげるこ

とができる機能を備えます。 
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基本施策１－２　情報交換できる場づくり 

市民活動への参加を促すため，仲間づくりや活動の機会を提供する交流の場づくりを

行います。参加に当たっては，年代や国籍などに関わらず，地域や社会に関心をもった

市民が市民活動につなげられるような環境づくりに取り組みます。 

 

【目標指標】 

 

【実施事業】 

 
指標

現況 

（令和４年度末）

目標 

（令和 10 年度末）

 こみっとフェスティ

バル来場者数（年間）
1,000 人 2,000 人

 事業名 事業内容

 こみっとフェスティバ

ルの開催

こみっとフェスティバルを開催し，ＮＰＯやボラン

ティア団体等の市民活動団体が，自らの活動情報の発

信及び他団体や市民との交流により，協働のまちづく

りに対する市民意識を醸成し，市民の活動への参加を

促進します。 

 若い世代に向けた市民

活動団体との交流の機

会の提供【新規】

若い世代の市民活動への意識の醸成を図るため，こ

みっとフェスティバルの関連事業として，高校生・大

学生と市民活動団体との交流の場を設けます。 

 

 外国人市民との交流の

機会の創出【新規】

　外国人市民が増加する中，市民の多文化共生意識の

醸成を図るとともに，外国人市民も市民活動に対する

市民としての意識の醸成が必要です。 

外国人市民との交流の機会を通じ，市民意識の醸成

や市民活動への参加促進を図ります。 

 ボランティア体験学習

などの実施

市民活動団体と連携し，地域の環境美化活動や福祉

活動などの体験学習を推進し，幅広い世代におけるボ

ランティア活動意識の醸成を図ります。 
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 市職員・市民活動団体・

市民に対する研修の実

施

　市職員が協働の必要性や効果などを学び，協働に積

極的に取り組めるよう，テーマごとの研修やワークシ

ョップなどを実施します。 

また，市民活動団体や市民向けに，協働のまちづく

りの意義や市の取組内容などについて，研修会を開催

します。 
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基本方針２　担い手の育成，支援 

基本施策２－１　組織運営力強化に向けた支援 

市民活動団体が協働の担い手として，その力を十分に発揮できる環境を整えるため，

人材育成，協力者の確保，デジタル技術の活用，資金調達方法などに関するサポートを

行います。 

 

【目標指標】 

 

【実施事業】 

 
指標

現況 

（令和４年度末）

目標 

（令和 10 年度末）

 ＮＰＯ組織基盤・組織

運営力アップセミナ

ー参加者数

15 名 30 名

 事業名 事業内容

 市民活動団体の組織運

営能力向上に向けた研

修の実施

　財政処理，人材の確保，次世代リーダーへの継承な

ど，組織運営に必要な基本的知識を習得するための研

修やマニュアルの作成などについて，ＮＰＯ・ボラン

ティア団体等の市民活動団体とも連携しながら実施し

ます。　 

その際は，資金計画の策定，適切な事務分担，意思

決定の仕組みづくりのほか，行政における事務手続き

や財務の仕組みに関する研修なども実施します。 

 

 ＳＮＳ等での情報発信

力向上に向けた研修の

実施【新規】

市民活動団体がＳＮＳ等を活用し，活動内容や地域

の課題等を自ら発信することは，理解者，協力者を広

げ，より充実した活動としていくための重要な取組で

あることから，情報発信力向上に向けた研修を開催し

ます。 
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 デジタル技術を活用し

た市民活動の支援【新

規】

新型コロナウイルス感染症拡大時において，市民活

動団体は対面での活動制限を余儀なくされました。そ

のような状況下，デジタル技術を活用することにより，

活動を継続することができたことから，オンライン会

議実施に関する講座やオンラインによる意見交換会を

開催するなど，デジタル技術を活用した市民活動を推

進します。 

 財政基盤の強化に向け

た研修の実施

安定した組織運営により活発に市民活動を展開でき

るよう，活動状況に応じて，市民や企業が，人材の派

遣や技術の提供，資金の支援などを通して，市民活動

に参加できるような施策の充実を図ります。 

 

 助成金情報の積極的な

提供【新規】

市民活動を支援するための民間団体等からの助成金

に関する情報を市民活動情報サイト「こみっと広場」

で積極的に提供していきます。 
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基本施策２－２　活動の支援 

　市民活動を行う上で生じる様々な課題の解決やネットワークづくりを支援するため，

交流の拠点づくりを行います。 

 

【実施事業】 

 事業名 事業内容

 「（仮称）こみっとネッ

ト」の結成【新規】

行政及び市民活動団体が連携し，互いの活動や運営

における課題等を解決に導くためのネットワークとし

て「（仮称）こみっとネット」を結成します。 

「（仮称）こみっとネット」では，交流を通じた話し

合いを行うほか，こみっとフェスティバルや協働事業

提案制度などの各取組や市内の市民活動団体の活動情

報の集約を行います。 

市内で活動する様々な市民活動団体が集い，いろい

ろな情報を得ることで，それぞれの活動を広げていく

ことを目指します。 

 市民協働会議室の活用

促進【新規】

水戸市役所本庁舎内に設置された市民協働会議室

「こみっとルーム」の活用促進を図り，市民活動団体

の情報発信や打合せスペースの提供等を行います。 

 市民活動情報サイト「こ

みっと広場」の活用（再

掲）

市民活動情報サイト「こみっと広場」において，市

民活動に関する情報を提供するとともに，市民活動団

体の情報を登録していただき，その内容を紹介するこ

とにより，団体の基本情報，活動内容のＰＲ，会員・

ボランティアの募集，団体同士の連携などに活用して

もらいます。 

 こみっとフェスティバ

ルの開催（再掲）

こみっとフェスティバルを開催し，ＮＰＯやボラン

ティア団体等の市民活動団体が，自らの活動情報の発

信及び他団体や市民との交流により，協働のまちづく

りに対する市民意識を醸成し，市民の活動への参加を

促進します。 
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基本方針３　協働推進の仕組みづくり　 

基本施策３－１　基本的ルールの確認と制度の充実 

　市民，市民活動団体，市が連携・協力した協働のまちづくりが円滑に進むよう，協働

に関する基本的なルールの確認を行うとともに，協働事業提案制度などの各種制度の充

実を図ります。実施に当たっては，若い世代や企業などとの連携を図ります。 

 

【目標指標】 

 

【実施事業】 

 

 

 

 
指標

現況 

（令和４年度末）

目標 

（令和 10 年度末）

 協働事業提案制度事

業実施数（累計）
83 件 120 件

 事業名 事業内容

 協働推進のためのガイ

ドブックの作成

水戸市と市民活動団体の協働による取組が円滑に進

むよう，協働推進のためのガイドブックを作成します。 

 

 協働事業提案制度の実

施

協働のまちづくりの一層の発展を図るため，協働事

業提案制度「わくわくプロジェクト」について，制度

の活用促進を図ります。 

 協働事業提案制度（仮

称）若者応援枠の創設

【新規】

　若い世代の地域活動やまちづくり活動などへの参加

促進に向け，協働事業提案制度に（仮称）若者応援枠

を設けます。 

 企業と連携させた市民

活動支援策の検討【新

規】

民間企業と市民活動団体が連携して行う地域の課題

解決に向けた取組を促進するため，企業と連携させた

市民活動支援策の検討を行います。 
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基本施策３－２　推進体制の強化 

　ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業，行政など市民活動に関わ

る様々な主体が一体となり，協働のまちづくりを推進します。 

 

【実施事業】 

 事業名 事業内容

 協働推進委員会の運営 透明性を確保し，市民からの理解を得ながら協働を

推進していくため，中立・公正な第三者機関である協

働推進員会において，協働事業の審査や評価をはじめ，

協働を推進するための新たな制度の創設などについて

検討します。 

 庁内推進体制の強化 市庁内に協働推進員（ナビスタッフ）を配置し，協

働事業の相談対応や部署間の調整等を行います。また，

協働推進員に対する研修の実施や市民活動団体との情

報交換の場を設けるなど，協働が円滑に実施できるよ

う，庁内推進組織を強化します。 

 

 関係機関と連携した市

民活動の支援【新規】

水戸市社会福祉協議会ボランティアセンターやチャ

レンジいばらき県民運動など関係機関との連携によ

り，情報交換や交流などを行い，市民及び市民活動団

体の活動への支援を図ります。 

 

 

 団体活動の継続・発展に

向けた支援【新規】

市民活動団体の自立的，継続的な活動を支援するた

め，市民活動団体が活動を行う中で生じる資金調達や

つながりづくり等の課題に対して，アドバイザーによ

る相談体制の構築について検討を行います。 

また，「（仮称）こみっとネット」との連携を図り，市

民活動団体の活動や運営における課題解決に向けた支

援を行います。 
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 市民アンケートの実施 市民・市民活動団体の市民活動や協働に対する意向

を確認し，協働のまちづくりに関する施策の基礎資料

を得ることを目的として，市民アンケートを実施しま

す。 

 

 市民活動団体・企業・行

政などが一体となった

支援体制の強化

ＮＰＯ・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，

企業，行政などが一体となり，社会全体で地域の社会

貢献活動を支えていくため，パートナーシップ協定の

活用など，支援体制の強化に努めます。 
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第５章　計画の推進体制と進行管理 

 

１　推進体制 

本計画を着実に推進するため，市庁内のネットワークを強化するとともに，市，

NPO・ボランティア団体，地域コミュニティ団体，企業など市民活動にかかわる

様々な主体が協働で推進します。 

 

２　進行管理 

本計画の推進に当たっては，各施策の進捗状況を把握し，Plan（計画の策定），

Do（施策の実施），Check（実施状況の把握と評価），Action（施策，計画の見直

し）による PDCA サイクル手法により進行管理を行います。 

 

Plan

　水戸市協働推進
基本計画（第３次）

Do

施策の実施

Check

実施状況の把握
と評価

Action

 施策，計画の見
直し


